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野田市関宿斎場の管理に関する年度協定書

野田市（以下「発注者」という。）とタカラビルメン株式会社（以下「受注者」とい

う。）とは、令和元年１１月２５日に、野田市関宿斎場（以下「本施設」という。）の管理

に関して締結した野田市関宿斎場の管理に関する基本協定書（以下「基本協定」という。）

に基づき、本施設の管理に関する年度協定（以下「年度協定」という。）を締結する。

（年度協定の目的）

第１条 年度協定は、本施設の管理業務（以下「本業務」という。）の各年度の業務内容及

び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とするものである。

（令和５年度の業務内容）

第２条 発注者及び受注者は、令和５年度の業務内容は、基本協定第１２条に定めるとおり

であることを確認する。

（業務報告等）

第３条 受注者は、毎月、本業務に関する報告書を発注者に提出しなければならない。

２ 受注者が発注者に提出する報告書の内容は次のとおりとする。

(1)施設の利用状況

(2)破損及び修繕の実施状況

(3)事故、要望及び苦情対応状況（些細な案件も含め、全て報告すること。）

(4)使用料及び利用料金収入の状況

(5)電気料金、ガス料金及び燃料費の使用量及び支払状況

３ 発注者は、受注者から本業務に関する報告書の提出を受けたときは、確認した上、当該

報告書の引渡しを受けるものとする。

４ 受注者は、報告書を発注者に引き渡したときは、発注者に対して指定管理料の支払を請

求するものとする。

（令和５年度の指定管理料）

第４条 発注者は、受注者に対して本業務の実施の対価として、指定管理料基本額 金２６，

５８９，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）、電力及びガス価格高騰に伴う指定

管理料増額分 金１３９，６７５円（消費税及び地方消費税を含む。）及び燃料費を支払

うものとする。

２ 前項の指定管理料基本額の支払期別及び支払金額は次に掲げるとおりとする。

支払期別 支払金額

４月 ２，２２４，０００円

５月 ２，２１５，０００円

６月 ２，２１５，０００円

７月 ２，２１５，０００円

８月 ２，２１５，０００円

９月 ２，２１５，０００円

１０月 ２，２１５，０００円
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３ 第１項の電力及びガス価格高騰に伴う指定管理料増額分は、受注者の請求に基づき支払

い、実績に応じて年度末に精算するものとする。

４ 第１項の燃料費は別途、請求に基づき支払うこととする。

５ 発注者は、第３条第４項及び前２項の規定による適法な支払の請求があったときは、そ

の日から起算して３０日以内に指定管理料を受注者に支払うものとする。

６ 受注者は、発注者の責に帰する理由により前項の規定による指定管理料の支払が遅れた

場合には、遅延した日数に応じて指定管理料に対し、年度協定締結時における政府契約の

支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財

務大臣が決定する率を乗じて計算した額を発注者に請求することができる。

（市長が定める賃金の最低額）

第５条 基本協定第２４条第３項の規定により、令和５年度の受付等事務補助員及び清掃業

務に係る市長が定める賃金の最低額は１，０４１円とする。

（個人情報の取扱い）

第６条 受注者は、当該公の施設の管理に係る個人情報を取り扱う事務の登録簿を確認し、

登録簿により届け出られた個人情報の取扱い以外の取扱いをしようとするときは、あらか

じめ、市長の了承を得た上でなければ、当該取扱いを開始してはならない。

（疑義等の決定）

第７条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものとする。

基本協定にも定めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、これを定めるもの

とする。

本協定を証するため、本書を２通作成し、発注者、受注者がそれぞれ記名押印の上、各１

通を保有する。

令和５年４月１日

発注者 野田市鶴奉７番地の１

野田市

野田市長 鈴 木 有

受注者 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１

タカラビルメン株式会社

代表取締役 中 込 太 郎

１１月 ２，２１５，０００円

１２月 ２，２１５，０００円

１月 ２，２１５，０００円

２月 ２，２１５，０００円

３月 ２，２１５，０００円


